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【要 旨】 

 

収入や税、保険料、児童手当等の社会給付を考慮した共働き世帯における

可処分所得を算出し、可処分所得の分布で逆転現象が生じていないかを検証

した。共働き世帯（親二人＜共働き＞、子二人）では、児童手当の所得制限に

より給付額が減少することから、夫年収が約 918万円と約 960万円を境に可処
分所得の逆転が生じている可能性があることが分かった。加えて、就学援助の

所得制限により給付額が減少することから、世帯年収約 442万円を境に可処分
所得の逆転が生じている可能性があることも分かった。更に、子育て共働き世

帯（親二人＜共働き＞、子二人＜2歳児、4歳児＞）では、保育料の所得制限
により自己負担額が増加することから、複数の所得制限の限度額（全部給付、

一部給付、給付停止）において、可処分所得の逆転が生じている可能性がある

ことが分かった。また、年収によっては、複数制度の給付額や自己負担額、保

険料が所得制限によって同時に変化することで、可処分所得の逆転が大きくな

る可能性があることも解明した。 
 
 
 
 

 

                                                 
† 本稿の作成に当たっては、吉中孝氏（内閣府）から有益なコメントを頂いた。ここに記して感謝したい。
ただし、本稿で示されている意見およびあり得べき誤りはすべて筆者らに属し、内閣官房及び内閣府ある

いは規制改革・行政改革担当大臣直轄チームの公式見解を示すものではない。 
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1. はじめに 

 
収入や税、社会保険料、児童手当等の社会給付を考慮した可処分所得の分布はどうな

っているのか。社会給付は所得制限の限度額が複数設定され、年収に応じて全額給付、一

部給付、給付停止となることや、その所得制限の限度額も、配偶者の年収に応じた扶養人

数の変化や、年収に応じた税、保険料の変化などを考慮しなければならず、複雑である。図

表 1は、社会給付の所得制限の限度額を算出する際の収入、所得、税、保険料等の関係
を簡便に示している。その結果、社会給付の制度が多数あることもあって、社会給付を考慮

した可処分所得の分析は、必ずしもなされていない。 
 
図表 1:社会給付の算出フローの例 

 
 
規制改革・行政改革担当大臣直轄チーム分析レポート No.1「政府による社会給付に関

わる所得制限の横断的整理と課題：子育て、教育、住宅、就労、生活保護、医療、介護、年

金、母子家庭、障害者への給付」（天達泰章・磯龍著、2021）では、親二人（専業主婦である
配偶者）と子二人（中学生、小学生）で構成される一般世帯の可処分所得を分析し、大学無

償化等の社会給付で給付額が大きいことから可処分所得の逆転が生じることを示した。ま

た、親二人（共働き）と子二人（2歳児と 4歳児）で構成される子育て共働き世帯について、
低所得者を中心に分析し、妻年収 100万円超で住民税非課税世帯から住民税課税世帯

国民健康保険料＝所得割算出基礎額×保険料率＋均等

割額×軽減率×加入人数

軽減率は、世帯給与所得と加入人数 扶養人数等に応

じた所得制限限度額を比較。

給与所得＝給与収入－給与所得控除 世帯給与収入と準要保護基準である

所得制限限度額を比較

給与収入

給与所得

国民健康保険料

住民税・所得税・国民年金保険料

保育料・副食費の自己負担額

児童手当の給付額

就学援助の給付額所得割算出基礎額＝給与所得―基礎控除

「給与所得－政令で定める額」と扶養人数

に応じた所得制限限度額を比較

ex.保育料は市民税所得割額（住民税額）に応じて決定

所得割算出基礎額

課税所得

課税所得＝給与所得－各種控除（配偶者、扶養、社会

保険料等）

ex.住民税＝課税所得×税率―調整控除＋住民税均等割額
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に変わることで、保育料の自己負担額が発生することを示し、「住民税非課税世帯の壁」と

称した。 
しかし、天達・磯（2021）は、共働き世帯の可処分所得について、妻年収に応じて配偶者

控除から外れることや住民税非課税世帯から住民税課税世帯に変わることで、税、保険料、

社会給付の額が変化することなどを考慮した算出が複雑化するため、低所得者だけでなく、

中所得者、高所得者も含めた全収入における分析を今後の課題とした。 
この課題を踏まえて、本稿は、共働き世帯（親二人＜共働き＞、子二人）について、収

入、税、社会保険料、社会給付を考慮した可処分所得を、夫年収と妻年収が各々0万円か
ら 1500万円の範囲で 10万円区切りの組み合わせ（150×150×2＝4.5万点）で算出した
1。その上で、年収によって可処分所得の逆転が生じていないかを分析する。 
 
 
2. 一般共働き世帯の可処分所得 

 

2-1．算出の前提 

一般共働き世帯の可処分所得を以下のような前提に基づいて算出した（令和 3 年の制
度）。 
（1）親二人（40 歳共働き）、子二人（中学 3 年生と小学 6 年生）で構成される四人世帯を一
般共働き世帯とする。 

（2）社会給付は、児童手当と就学援助を考慮する。 
可処分所得＝収入－所得税－住民税－国民年金保険料－国民健康保険料＋児童手

当＋就学援助 
（3）給与所得額は、収入から給与所得控除額を引いたものとする2。 
（4）住民税率は、地方公共団体によって異なることから、標準税率（都道府県民税 4％、市
民税 6％）を採用する3。 

（5）国民健康保険料の保険料率等は、地方公共団体によって異なることから、東京 23 区の
ケースを参考に採用する4。 

                                                 
1 2017年就業構造基本調査によると、夫婦とも有業で子供 2人以上の世帯は全国で 56.9万世帯あると
される。 
2 収入は、給与所得以外に、利子所得や配当所得、不動産所得、事業所得等があるが、本稿では取り
扱わない。 
3 住民税率は標準税率として都道府県民税 4%、市町村民税 6%（指定都市にあっては都道府県民税
2%、市町村民税 8％）が示されている。 
4 国民健康保険料の東京 23区の保険料率等を参考にして、以下のとおり設定する。 

 
基礎課税分 後期支援分 介護分 

保険料率 賦課 

限度額 

保険料率 賦課 

限度額 

保険料率 賦課 

限度額 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 

38,800円 7.13% 63万円 13,200円 2.41% 19万円 17,000円 2.1% 17万円 
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4. おわりに 

 

本稿は、収入や税、保険料、児童手当等の社会給付を考慮して、共働き世帯における可

処分所得を算出し、可処分所得の逆転が生じていないかを検証した。 
主な分析結果は、以下である。①共働き世帯（親二人＜共働き＞、子二人）では、児童手

当の所得制限により給付額が減少することから、夫年収が 920 万円と 960 万円を境に可処
分所得の逆転が生じている可能性がある。加えて、②就学援助の所得制限により給付額が

減少することから、世帯年収約 442 万円を境に可処分所得の逆転が生じている。更に、③
子育て共働き世帯（親二人＜共働き＞、子二人＜2歳児、4歳児＞）では、保育料の所得制
限により自己負担額が増加することから、複数の所得制限の限度額（全部給付、一部給付、

給付停止）において、可処分所得の逆転が生じている可能性がある。 
また、年収によっては、複数制度の給付額や自己負担額、保険料が所得制限によって同

時に変化することで、可処分所得の逆転が数十万円の規模で生じている可能性があること

も解明した。 
本稿の積み残した課題は、共働き世帯の可処分所得が逆転する年収「壁」がある可能性

が示唆されることから、こうした「壁」が実際の家計行動に影響しているかを分析することであ

る。また、本分析にあたり、各制度の給付額や負担額の決定にあたっては、東京 23 区など
人口の多い地域等の条件を設定しているが、各地域、地方公共団体等によって条件は異な

っていることから、地域間での格差などを分析することも考えられよう。 
 

以 上 
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